
【茨木市】令和３年度一般会計補正予算（第10号）について 

 

 

 

 

 

 

 

■補正額 

５億3,272万円 

（補正後 1,150億602万３千円 － 1,144億7,330万３千円） 

■主な内容 

  ①児童手当における特例給付の所得要件に該当する世帯（所得超過世帯）への 

子育て世帯臨時特別給付金の支給［市単独］  ４億104万７千円 

＜支給額＞ 

児童１人あたり５万円 

   ＜対象（4,600世帯）＞ 

①児童手当における特例給付受給世帯（令和３年９月分の支給世帯） 

②児童手当受給者以外で、18歳までの児童（平成15年４月２日～令和３年９月30日まで 

に生まれた子）を養育し、児童手当における特例給付の所得要件に該当する者 

③令和３年10月１日～令和４年３月31日までに出生した児童の父母等のうち児童手当に 

おける特例給付の所得要件に該当する者 

＜支給時期＞ 

①３月中旬（申請不要）、②③申請に基づき５月中旬以降 

  ②小学校給食費の無償化［市単独］     １億7,308万９千円 

   ＜対 象＞ 

・期 間  令和４年１月～３月（３学期） 

・日 数  小学１～５年生：47日、６年生：45日 

・児童数  16,117人（小学１～６年生合計） 

  ③小中学校での感染予防対策・学習保障の実施  7,022万５千円（国補助金及び地方創生臨時交付金を充当） 

   ＜内 容＞ 

・学校施設の消毒、状況に応じて迅速・柔軟に対応するための各学校（市立小学校32校、中学校14校） 

 への交付金の配分等 

  ④家庭保育の協力等に係る対応 

   ・民間学童保育室利用料の還付費用の補助     767万３千円（国及び府の補助金を充当） 

   ・私立認定こども園等の利用者負担額の減額に対応する施設型給付費負担金等の増額 

4,566万２千円（国及び府の補助金を充当） 

   ・私立認定こども園等の副食費用減免に係る補助 811万３千円（市一般財源のみで実施） 

■財 源 

  ・地方交付税  ５億5,593万５千円（普通交付税） 

  ・国庫支出金  １億3,590万１千円（地方創生臨時交付金、学校保健特別対策事業費補助金） 

  ・府支出金     1,397万３千円（施設型給付費負担金、地域型保育給付費負担金） 

  ・諸収入   △１億7,308万９千円（小学校給食費） 

新型コロナの長期化・感染拡大を受け、市独自の施策として子育て世帯の支援等を実施 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、子育て世帯を支援するとともに、小中学校に 

おける感染予防対策等に係る経費について増額する。 

また、年度内に終わらない事業について、繰越明許費を設定する。 


